
2019年度第 1回自動車運送事業者自動車無事故表彰のご案内 
 

 

 九州運輸局では、九州運輸局の管轄する自動車運送事業者の自動車無事故を達成させることにより、その保

安の確立を期することを目的に標記表彰を行っています。 

 下記基準に適合される事業所は、必要書類を作成の上、５月２０日（月）までに県ト協までご提出ください。 

 

 

１．表彰基準 

 表彰所定期間中にその責任に属する自動車事故がなく、かつ運輸業務の成績が優良である者 

  ＊自動車事故とは、自動車事故報告規則第２条に該当する事故及びその発生が社会に及ぼす影響が大き

いと認められる事故等をいう。 

 

２．表彰所定期間（無事故表彰期間） 

 事業用自動車（被けん引自動車を除く）数の区分に応じ次に定める期間とする。 

事 業 用 自 動 車 数  期     間 

７両以下 ５年 

８両 ～    １０両 ４年 

１１両 ～    ２０両 ３年 

２１両 ～    ４０両 ２年 

４１両 ～    ８０両 １年６ヶ月 

８１両 ～   １６０両 １年 

１６１両 ～   ３００両 ９ヶ月 

３０１両 ～   ６００両 ６ヶ月 

６０１両 ～ ２，０００両 ３ヶ月 

２，００１両以上 ２ヶ月 

 

３．表彰所定期間の始期 

 (１)営業開始の日 

 (２)自動車事故を起こした場合は、その事故発生日の翌日 

 (３)表彰を受けた場合は、その表彰期間終了日の翌日 

 (４)表彰を取り消された場合は、その取り消しの日から１年後の日 

 (５)隠蔽された欠格事項が発見された場合は、その事実が運輸局長によって確認された日から１年後の日

(６)関係法令違反に伴い行政処分を受けた場合は、その処分の日の翌日。ただし、事業の停止又は事業用自 

動車の使用停止の行政処分を受けた場合は、その停止期間の終了日の翌日 

 

＊表彰に際しては 

 （１）別添報告書様式を「Ａ判」サイズで報告する。 

 （２）様式は別添様式「様式１：自動車無事故報告書」「様式２：最近における運輸業務等の実績」「様式３：

重大事故、軽微事故調査」「運行管理者、整備管理者の講習及び研修の受講を証する書面の写し並び運

行管理規程、整備管理規程の写し」の他、運輸局が求める関係書類を３部ご提出ください。 

 

 ※ 上記書類は鹿児島県トラック協会ホームページの「お知らせ」又は会員ネットワークよりダウン

ロードいただくか、電話にてお問合せください。 

 

 

【お問合せ及び提出先】 

 公益社団法人鹿児島県トラック協会 総務企画課 

 TEL：０９９－２６１－１１６７  


